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1 議 題 2 会 議 結 果

(1)公 共 下 水 道 使 用 料 の 適 正 水

準 に つ い て

別 紙 の とお り

議 事 の 経 過 別 紙 の とお り 傍 聴 者 数  0名

会 議 資 料

・ 令和 5年 度 第 4回 上尾 市 上 下水 道 事 業審議 会 次 第

・ 令 和 5年 度 第 4回 上尾 市 上 下水 道 事業 審議 会席 次表
。上尾 市上 下水 道 事 業審議 会 委員 名 簿

・ 公 共 下水道使 用 料 の適 正水 準 につ い て

議 事 のて ん末・ 概 要 に相 違 な き こ とを証す るた め、 こ こに署名 す る。

令和 み 年 , 月 21 日

議 長 (委 員長・ 会 長 )の 署名
/1 じヘ

議 長 に 代 わ る 者 の 署 名

(議 長 が欠 けた ときのみ )



議 題 ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項発 言 者

(司  会 )

梅 澤 主幹

(会  長 )

作 山会長

(司  会 )

梅 澤 主 幹

皆 さま、おは よ うございます。定刻 にな りま したので、ただ今か ら令

和 5年 度第 4回 上尾市上下水道事業審議会 を始 め させ ていただきます。

本 日司会 を務 め させ ていただ きます 下水道施設課 の梅澤 で ございま

す。 ど うぞ、 よろ しくお願 いいた します。

それ では開会 に当た りま して、作山会長 よ り、ご挨拶 を賜 りたい と存

じます。

あ りが と うご ざい ま した。

それ で は、議 事 に移 らせ て い た だ きます。

は じめに、 資料 の確 認 をお願 い します。

・ 次第 (A4縦 1枚 )

・ 席 次表 (A4縦 1枚 )

・ 上 下水道 事 業審議 会委 員名 簿 (A4縦 1枚 )

,公 共 下水道 使 用 料 の適 正 水 準 につ い て(A4横 ホチ キス留 め )

資 料 は以 上 4点 です。

不 足 は ご ざい ませ ん で しょ うか。

会長 挨拶

(司  会 )

梅 澤 主幹

(司  会 )

梅 澤 主幹

(議  長 )

作 山 会 長

(事 務 局 )

経営総務課長

(議  長 )

作 山会長

(経 営 総 務 課 )

島 田副 主 幹
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議 事 の 経 過

では、本 日の出席者 について ご報告 させ ていただきます。

上尾 市上下水道事業審議会条例第 6条 第 2項 の規定に よ り、「審議会

は、委員の過 半数が出席 しなけれ ば、会議 を開 くことができない」 とさ

れ てお ります。

委員総数 15名 の うち、本 日の審議会 には現在 、 11名 の出席 をいた

だいてお ります ので、会議の開催要件 を満 た していることをご報告いた

します。
なお、田島委員 は所用 によ り少 し遅れ て ご出席 の予定です。

それでは、議事に入 りますが、作 山会長 に議長 として議事進行 をお願
い します。

作 山会長 、 よろ しくお願 い します。

それでは、議事を進行 させ ていただきます。

皆 さまの ご協力 をお願 い します。
は じめに、会議録署名人 を指名 させ ていただきます。原 田委員、内 田

栄作委員のお二人にお願 い します。
事務局に確認 します が、本 日傍聴希望者 はお りますか。

傍 聴 希 望 者 は お りませ ん。

本 日、傍聴希望者 はお りませ んので、早速議事 に入 りたい と思います。
それでは 「公共下水道使用料 の適正水準について」事務局か ら説 明を

お願 い します。

≪公 共 下水 道使 用 料 の適 正 水 準 につ い て 説 明 》

事務局か ら説 明が終わ りま した。改善す るにあたって急激 に理想通 り
にす るのではな く、少 しずつ改善 していけば問題 ない とい う方向性 が見
えた。何か ご質問は ございます で しょうか。

(委  員 ) 資料 6ペ ー ジの表内にある公害防止対策 事業債償還費の説明の中で
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(委  員 )

原 田委 員

(経 営 総 務 課 )

島 田副 主幹
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新藤 委 員

(経 営 総 務課 )

島 田副 主幹

(委  員 )

原 田委 員

(経 営 総 務 課 )

島 田副 主幹

(経 営総 務 課 )

島 田副 主幹
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長 )

会長作 山

(委  員 )

新藤 委 員

(委  員 )

小 高委 員

新 しく管渠整備 した場合 とあったが、古い管渠 を整備 した場合 は対象 と

な らないのか。

新規整備 について公害防止 の 目的 として設定 され てい るものなので、

更新費用 については対象 とな らない。更新費用は使用料で賄 ってい く形

になってい る。

人 口減 少 や 労働 者 不 足 で様 々 な費 用 が 増 加 して い く と思 われ る時 代

で 、大 きな 災害 な どが発 生 した際 に迅 速 に対 応 で き る よ うな見通 しが財

政 的 に立 って い るの か。

この ま まで は財 政 的 に厳 しい とい う状況 は理解 して い る。しか しまず

は社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 を も ら うた めの経 営 戦 略 の 見 通 しの 中 で今

は料金 改 定 を見送 る こ とに した。

また 、令 和 7年 度 に維 持 管理 負 担金 が どれ ほ ど値 上が りす るか わか ら

ない 中で料金 改 定 をす るの も リス クが あ る。

いず れ にせ よ都 度 、審議 会 で諮 って進 め てい きた い。

経 費 回収 率 100%を 目指 す の が理想 だ が 、急 激 な変 化 は 良 くない。現

状 を しっか り認 識 して少 しず つ 着 実 に改 善 して い きた い。

水道 事業 につ い て は県水購 入 費 の値 上 が りが決 ま つて い るた め、お そ

ら く水道 料 金 の料 金 改 定 が先 にな る。ここに下 水道使 用 料 も併 せ て値 上

が りとな る と市 民負 担 はか な り大 き くな る と思 われ る。

厳 しい状 況 とい うこ とは認識 で きた が 、急 激 に改 善す るの も難 しい と

い うこ とが今 回 わ か った。

また、資料 6ペ ー ジに あ る交付 税 の約 半分 は償還 す る必 要 が な い もの

な の で上手 に借 りて運 用 してい く必 要 が あ る。

水 道 も下水 も値 上 が りとな る と市 民負 担 はか な り大 きい と思 われ る。

上昇 率 は どの程 度 にな るか 見通 しは あ るのか。

現 時 点 で は見 通 しは立 ってい ない。収 支状 況 を見 なが らい くつ か案 を

提 出 して い き、審 議 会 で諮 って い きた い。

和 7年 度 の経 営 戦 略 の 中 間 見 直 し時 に 具 体 的 な議 論 に な る とい う

で よい か。

一 つ の 目安 とな るの は令 和 7年 度 の経 営 戦略 の 中間見 直 し時 で あ る。
そ の時 に収 支計 画 を作成 す るの で、不 足 分 につ い て料金 改 定 を行 うな

ど どの よ うに賄 うか を考 えて い く。た だ し、料 金 改 定 とな る と条例 改正

な どの手続 き も必要 にな るた め、そ の過程 で改 定 内容 に変 更等 が起 き る

可能性 もあ る。

現 時 点 で は経 費 回収 率 は上昇傾 向 で あ る こ とか ら、今年 度 につ い て は
料金 の値 上 げ を行 う必 要性 は な い ので は な いか。それ につ い て は令 和 7

年度 にチ ェ ック してい く、 とい う話 で あ る。

資料 7ペ ー ジの グ ラ フで は令 和 12年 度 に 1度 下 が つてい るが 1度
だ けで は読 み切 れ な い。今 の所 、料金 改 定 の緊急性 はな い ので はな い か。

2022年 の 県 の決 算 で は下水 道 料金 が 引 き上 げ られ た と聞 い た が 、 い
く ら引 き上 げ られ た か把 握 して い るか。
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(経 営 総 務課 )

島 田副 主幹
把握 してい な い。

資料 7ペ ー ジの グ ラ フの上昇 の根 拠 は な にか。

現在、整備 中であるため接続戸数が増加 していき、それ に伴 い使用料
収入 も増加 してい くとい う見込み となつてい る。

(経 営 総 務 課 )

島 田副 主 幹



(委  員 )

小 高委 員

今後、高齢者 の単身世帯が増加す ることによって空 き家 も増加 してい

くと思われ る。空 き家が増加すれ ば使用料 は減少 してい くが、その よ う

な見込みは現時点で反映 されてい るのか。

事進行 にご協力 いただきま し

ま して、議長の任 を解かせ て

現 時 点 で は反 映 して い な い。 今 後検 討 して い く。

前回、会長か らも市民に対 して丁寧 な説 明が必要 とあったので、決算
の タイ ミングに合 わせ てホー ムペ ー ジで説 明 してい くな ど今後検討 し

てい く。

楽観 視 で きな い とい う現状 を広 報等 で説 明 して い くべ きで あ る。本 来

で あれ ば料 金 改 定 で賄 う部分 を少 しず つ段 階 的 に改 善 して い るが 、いず

れ 値 上 げ にな る とい うこ とを説 明す る必 要 が あ る。

に ご意 見 は ない よ うです の で 、本 議題 につ きま して は よろ しいで し

か。 以 上 で 、「公 共 下水道 使 用 料 の適 正 水 準 につ い て 」 を終 了 しま

す。

本 日の議題 は全て終 了いた しま した

て、あ りが と うございま した。 これ を
いただきます。

作 山会長、あ りが と うございま した。

議事 は以上で ございます。
これ で本 日の議事、及び報告事項 は、すべて終 了いた しま した。
では、閉会の挨拶 を、井上副会長 か ら賜 りたい と存 じます。

副会 長挨 拶

あ りが とうござい ま した。
以上で、令和 5年 度第 4回 上尾市上下水道事業審議会 を終 了 させてい

ただきます。

本 日は、お疲れ さまで ございま した。

以上の とお り、本審議会の議事の次第を記録 し、本議事録は正確

な ることを証す るため、署名す る。
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(経 営総務課 )

島 田 副 主 幹

(会  長 )

作 山 会 長

(委  員 )

原 田委 員

今 の は重 要 な指 摘 で あ る。世 帯 では節 水 意識 等 に よ り水 道 の使 用 量 も

減 少 して い る。一方 で企 業 は使 用 量 が あま り変 わ らない の で企 業誘 致 等

が必要 にな るた め魅 力 の あ る街 づ く りを して い か な けれ ばな らない。

下水 道使 用 料 は 自治 体 に よって ま つた く違 う。上尾 市 は近 隣 で は 中間

く らい とい うこ とが わ か った。

市 民 は下水 道 使 用 料 が 高い とい うイ メー ジがつ きま とつてい る。そ の

た め急 に値 上 が りとい うと驚 く と思 うの で今 の うちか ら周 知 して い く

必要 が あ る。 そ こは ど う考 えて い るか。

(経 営 総 務 課 )

島 田副 主幹
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(司  会 )

梅 澤 主 幹

(副 会 長 )

井 上 副 会 長

(司  会 )

梅 澤 主幹

議事録署名人
、 ′ヽ
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